
●R6.12.14(土）「学校跡地利活用に関する進捗状況報告会」及び「グラウンド利活用意見交換会」の質疑応答

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2 社会福祉協議会が入ると聞いたが決まりなのか。

12/13（金）に開催した「社会福祉協議会理事会」において，社会福祉協議会が旧文小学校の指定管理者
になることが承認された。現在のすこやか交流センターは老朽化が進んでおり，修理するのも大きな費
用がかかるので，旧文小学校に移動する予定であるが，実際の開設日等はまだ決まっていない。決まり
次第公表する。

社会福祉協議会で毎週３０人程が健康麻雀をやってい
る。麻雀卓を置けるのか。室内に道具を置ける場所あり，
麻雀ができる環境であるのか。

恐らくコミュニティルームであれば，両サイドの棚が利用できると思う。また，社会福祉協議会が入る事務
室に置くのも1つの案であるが，未確定な事もあるので，今後検討していく。

グラウンド，体育館の担当課を明確にして欲しい。また，
グラウンドやテニスコート，施設等の申し込みの担当課が
バラバラであるので，一括にして欲しい。

おっしゃる通り，本来は，申し込み窓口を一括でできるのが良いと思う。今は担当課ごとになっているの
で，機構改革の必要や，担当課の考えもあるので，話し合いながら決めていきたい。町民が分かりやすく
利用しやすく，土日祝日も気軽に使えるようにしたいと考えている。その辺を含め，料金の統一と併せて
検討していく。

施設を利用する場合の申し込み先を教えてほしい。
現在，改修工事中であるので完成後，１階に受付窓口を設置し，職員が常駐する。予約先等の電話番号等
も完成後にお知らせする。

ボルタリングの設置予定はあるのか。

議会でも、学校の旧学校跡地の利活用についてご意見をいただき、大型遊具設置以外にも、プールを活
用したスケートボード場，ボルタリング施設，例えば、龍ケ崎市で、オリンピック選手がいるので，町でもボ
ルタリングを出来ないかとの意見があり，体育館の舞台の上であれば、邪魔にならず出来るのではない
かと考えているが、今現在、実施するとは特段決まっていないので皆様方の意見もいただき，今後お示
ししたい。

龍ケ崎市が人口３５万人都市を目指し，民間企業も参入し
た開発が進んでいると聞いている。利根町の健康増進等
複合施設も良い施設になることを願う。

ご意見ありがとうございます。民間の参入は他市町村でも行っているが，利根町は市街化区域と市街化
調整区域などがあり，学校がある場所は全て市街化調整区域になっている。そのため，民間が参入する
となると長い時間を要し，手を挙げる事業者がいないと進まないこともあり，今回は町が運営すること
で利活用を進めている。大型遊具の設置も検討委員会で人が集まる場所があれば，町内外から人が来
て，利根町に住んでくれる人もいるのではないかと期待をこめてこの施設の方針を決め改修している。

龍ケ崎市に森林公園があり，同様な物が設置されてい
る。また，つくばみらい市は人口が多いが利根町の児童
数は少ない。利用価値や生産性が気になる。

ご意見ありがとうございます。

グラウンド利活用についてのご意見等 回答

次第６.その他（質問） 回答

人口芝の要望は，どのような目的の団体からなのか。

天然芝や人工芝があれば，くつろげるスペースが出来るのではないかと，検討委員会で意見をいただい
た。ただ，グラウンド利活用については，大型遊具について視察を行い検討しているが，現在，グラウンド
ゴルフでも利用されおり，人工芝にするにも費用がかかるので，まず皆さんの意見を伺いながら検討し
ていきたい。

旧文小学校のグラウンドはいつから使用できるか。
スポーツ団体の方は，学校開放事業で旧文小学校のグラウンド利用できるようになっている。一般利用
については，団体や一般の利用方法や利用料金の設定を決め、スポーツ推進委員さんや、教育委員会等
に意見を伺ったうえで，令和8年度から一般開放する予定である。

改修工事のため一時的に旧文間小学校を利用するように
言われたが，いつ旧文小学校のグラウンドに戻れるのか。

旧文小学校の建物の改修工事が令和７年３月に終わる予定のため，工事終了後の４月から利用できる。

グラウンドはどのように管理する予定か。

公共施設のため、町で条例を定め管理をするが、町から第三者に指定管理者という形で委託し，管理運
営をしたいと考えている。
グラウンドについても一般町民に貸し出すのであれば、指定管理者が管理をする。草刈りは誰がするの
か、あるいは人工芝にするのか等、グラウンドの管理や財源等も含め検討する。現在は，学校開放事業で
利用されている団体等が草刈りをしている場合もあるが，今後は基本的に指定管理者がグラウンド等も
管理をする予定である。

利用料金が有料である場合と無料である場合で色々な
問題があると思うので町でしっかり検討して欲しい。
（有料なら綺麗さをある程度保たれると思うが無料だと，
適当に利用されてしまう事もあるのではないか）

学校開放事業の体育館利用も現在は無料だが，ある程度きれいに使っていただくために，（電気代もあ
るので）受益者負担で、利用料を取ったほうがいいとの意見は前々から出ている。
ただ、町に色々な施設があり、統一した基準がなく、料金も貸出し時間もバラバラのため，来年1年間は
統一料金の設定に向けて１時間単位で貸し出していきたい。
町としては空いている時間を少なくし，皆さんにできるだけ利用しやすい料金でたくさんの方に利用し
ていただきたいと考えている。
教育委員会や利用されてる団体、その他、利用する住民の意見、また，利用されていない住民の方の意
見も伺いながら、統一した料金の方針を定め，パブリックコメントを実施し料金を決めていく。

大型遊具は写真のものなのか。
金額はどのくらいかかるのか。

写真はイメージである。つくばみらい市や茨城町の涸沼自然公園にも写真のような大型遊具があり，設
置するとなると，７千万円～８千万円と聞いている。それに加え設計額や撤去費用等もかかると認識して
いる。


